
○
規

則

○
告

示

夜
行
チ
ョ
ッ
キ

一

四
年

規

則

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

告

示

県
の
漁
業
取
締
船
に
乗
り
組
む
職
員
の
服
制
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

教
育
委
員
会
告
示

県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定
の
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示

宝
石
さ
ん
ご
の
採
捕
禁
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

公

告

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
の
実
施
に
係
る
公
告
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
五
十
号

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
大
分
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
号
様
式
中

「４
出
願
時
の
本
籍
又
は
氏
名
の
変
更
の
有
無
（
有
の
場
合
、
出
願
時
の
本
籍
又
は
氏
名
）

有
・
無

」
を

「４
出
願
時
の
本
籍
又
は
氏
名
の
変
更
の
有
無
（
有
の
場
合
、
出
願
時
の
本
籍
又
は
氏
名
）

有
・
無

５
過
去
に
准
看
護
師
免
許
を
有
し
て
い
た
こ
と
の
有
無
（
有
の
場
合
、
登
録
番
号
）

に

有
・
無

」

改
め
る
。附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

改
正
前
の
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
細
則
第
三
号
様
式
の
規
定
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所

要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

県
の
漁
業
取
締
船
に
乗
り
組
む
職
員
の
服
制
に
関
す
る
規
程
（
平
成
九
年
大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

第
三
条
第
二
項
中
「
及
び
作
業
服
（
冬
用
に
限
る
。
）
を
着
用
す
る
場
合
」
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中

「
及
び
安
全
靴
」
を
「
、
安
全
靴
及
び
夜
行
チ
ョ
ッ
キ
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
支
給
」
を
「
貸
与
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
支
給
す
る
」
を
「
貸
与
す
る
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
支
給
す
る
」
を
「
貸
与
す
る
」
に
、
「
支
給
品
」
を
「
貸
与
品
」
に
改
め
、
同

項
の
表
の
作
業
服
の
項
の
耐
用
期
間
の
欄
中
「
一
年
」
を
「
二
年
」
に
改
め
、
同
表
の
ネ
ク
タ
イ
の
項
の
耐

用
期
間
の
欄
中
「
一
年
」
を
「
四
年
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
支
給
品
」
を
「
貸
与
品
」
に
、
「
支
給
の
」
を
「
貸
与
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
支
給
品
の
支
給
」
を
「
貸
与
品
の
貸
与
」
に
、
「
被
支
給
者
」
を
「
被
貸
与
者
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
支
給
品
」
を
「
貸
与
品
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
被
支
給
者
」
を
「
被
貸
与
者
」
に
、
「
支
給
品
」
を
「
貸
与
品
」
に
改

令

和

四

年

第
三
六
一
号

十
一
月
二
十
二
日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

大
分
県
報
（
規
則
・
告
示
）

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

一



夜
行
チ
ョ
ッ
キ

色
は
紺
色
と
し
、
反
射
布
を
前
面
及
び
背
面
に
付
け
た
も
の
と
す

る
。形

状
は
、
服
制
図
の
と
お
り
。

制 服

上 衣

背 面 前 面

ズボン

右側面 左側面

作業服

合用上衣

背 面 前 面

合用ズボン

右側面 左側面

作業服

夏用上衣

背 面 前 面

夏用ズボン

右側面 左側面

作業服

冬用上衣

背 面 前 面

冬用ズボン

右側面 左側面

め
、
同
条
第
三
項
中
「
支
給
品
整
理
簿
」
を
「
貸
与
品
整
理
簿
」
に
、
「
支
給
品
の
」
を
「
貸
与
品
の
」
に

改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
被
支
給
者
」
を
「
被
貸
与
者
」
に
改
め
、
「
当
該
支
給
品
の
使
用
期
間
中
に
」
を
削

り
、
「
支
給
品
を
」
を
「
貸
与
品
を
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
当
該
貸
与
品
の
耐
用
期
間
が
満
了
し
た
場
合
、
又
は
当
該
貸
与
品
の
使
用
が
困
難
と
判
断
さ

れ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
支
給
品
」
を
「
貸
与
品
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
支
給
品
」
を
「
貸
与

品
」
に
、
「
支
給
す
る
」
を
「
貸
与
す
る
」
に
改
め
る
。

別
表
の
一
の
表
の
制
服
の
項
中
「
長
ズ
ボ
ン
と
し
、
す
そ
は
シ
ン
グ
ル
と
す
る
。
ポ
ケ
ッ
ト
は
左
右
に
各

一
個
、
右
後
側
に
一
個
と
し
、
右
後
側
ポ
ケ
ッ
ト
に
は
ふ
た
を
付
け
、
ボ
タ
ン
で
留
め
る
」
を
「
形
状
は
、

服
制
図
の
と
お
り
」
に
改
め
、
同
表
の
作
業
服
の
項
中
「
制
服
ズ
ボ
ン
と
同
様
と
す
る
」
を
「
服
制
図
の
と

お
り
」
に
、
「
開
襟
シ
ャ
ツ
式
長
そ
で
」
を
「
シ
ャ
ツ
式
長
そ
で
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。別

表
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

服
制
図

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



制 帽

側 面 正 面

帽 章

作業帽

帽 章

夜行チョッキ

前 面

背 面
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

指
定
を

解
除
す

る
区
域

の
名
称

所
在
地

指
定
の

区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

指
定
年

月
日
及

び
告
示

番
号

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す

る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に

お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策

の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
八

十
四
号
）
で
定
め
る
事
項

備

考

東
八
幡

川
②

大
分
市

大
字
駄

原

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

土
石
流

平
成
二

十
七
年

七
月
三

十
一
日

大
分
県

告
示
第

四
百
八

十
二
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」

は
、
省

略

し
、
大
分
土

木
事
務
所
に

備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す

る
。
）

田
ノ
浦

川
③

大
分
市

大
字
神

土
砂
災

害
警
戒

土
石
流

平
成
十

九
年
三

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

別
記
様
式
中
「支

給
品
整
理
簿

」
を
「貸

与
品
整
理
簿

」
に
、
「被

支
給
者

」
を
「被

貸
与
者

」
に
、

「支
給
品
名

」
を
「貸
与
品
名

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
支
給
し
て
い
る
制
服
等
の
服
制
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後

の
県
の
漁
業
取
締
船
に
乗
り
組
む
職
員
の
服
制
に
関
す
る
規
程
別
表
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
制
服
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
支
給
を
し
た
日
に
同
規
程
の
規

定
に
よ
り
貸
与
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
同
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
。

大
分
県
告
示
第
四
百
五
十
九
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
土
砂
災

害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
、
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



崎

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

月
三
十

日
大
分

県
告
示

第
四
百

三
号

生
石
１

A

大
分
市

大
字
生

石

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

平
成
二

十
七
年

七
月
三

十
一
日

大
分
県

告
示
第

四
百
八

十
二
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

生
石
２

大
分
市

大
字
生

石

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

平
成
二

十
七
年

七
月
三

十
一
日

大
分
県

告
示
第

四
百
八

十
二
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

国
分
新

町

大
分
市

国
分
新

町

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

平
成
二

十
七
年

七
月
三

十
一
日

大
分
県

告
示
第

四
百
八

十
二
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

緑
が
丘

３
丁
目

①

大
分
市

大
字
横

瀬
・
大

分
市
緑

が
丘
３

丁
目

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

令
和
元

年
九
月

二
十
日

大
分
県

告
示
第

百
九
十

号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

富
岡
１

組
C

大
分
市

大
字
津

土
砂
災

害
警
戒

急
傾
斜

地
の
崩

平
成
二

十
七
年

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

守

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

壊

十
月
三

十
日
大

分
県
告

示
第
六

百
二
十

三
号

下
迫
南

B

大
分
市

大
字
迫

土
砂
災

害
警
戒

区
域
及

び
土
砂

災
害
特

別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

平
成
三

十
年
六

月
二
十

九
日
大

分
県
告

示
第
四

百
二
十

三
号

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

指
定
区

域
の
名

称

所
在
地

指
定
の
区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域

等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
八
十
四
号
）
で

定
め
る
事
項

備

考

田
ノ
浦

川
③

大
分
市

大
字
神

崎

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

（
「
別
図
」
は
、

省
略
し
、
大
分
土

木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

生
石
１

A

大
分
市

大
字
生

石
及
び

大
字
駄

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

大
分
県
告
示
第
四
百
六
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）
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生
石
２

大
分
市

大
字
生

石
及
び

大
字
駄

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

国
分
新

町

大
分
市

国
分
新

町
及
び

大
字
国

分

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

緑
が
丘

３
丁
目

①

大
分
市

緑
が
丘

３
丁
目

及
び
大

字
横
瀬

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

富
岡
１

組
C

大
分
市

大
字
津

守

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
迫
南

B

大
分
市

大
字
迫

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

金
谷
迫

川
①

大
分
市

大
字
金

谷
迫
及

び
大
字

八
幡

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

金
谷
迫

川
②

大
分
市

大
字
八

幡

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

東
八
幡

川
⑦

大
分
市

大
字
駄

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

内
稙
田

川
④

大
分
市

大
字
木

上

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

影
平
川

②

大
分
市

大
字
下

戸
次

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

古
宮
川

１１

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
中
川

３

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

ふ
じ
が

丘
東

大
分
市

大
字
光

吉
及
び

ふ
じ
が

丘

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

田
ノ
浦

２２

大
分
市

大
字
神

崎

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
ノ
浦

２３

大
分
市

大
字
神

崎

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
ノ
浦

２４

大
分
市

大
字
神

崎

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
白
木

⑧

大
分
市

大
字
神

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

急
傾
斜

地
の
崩

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）
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崎

災
害
特
別
警
戒

区
域

壊

上
白
木

⑥

大
分
市

大
字
神

崎

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
白
木

⑦

大
分
市

大
字
神

崎

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

上
白
木

⑧

大
分
市

大
字
神

崎

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

御
幸
３

大
分
市

大
字
神

崎

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

上
八
幡

⑤

大
分
市

大
字
八

幡
及
び

大
字
金

谷
迫

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
久
保

⑤

大
分
市

大
字
八

幡

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
久
保

⑥

大
分
市

大
字
八

幡

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

宮
苑
①

大
分
市

大
字
宮

苑

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

宮
苑
②

大
分
市

大
字
宮

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

急
傾
斜

地
の
崩

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

苑

災
害
特
別
警
戒

区
域

壊

片
面
②

大
分
市

大
字
賀

来

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

金
谷
迫

⑥

大
分
市

大
字
金

谷
迫

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

青
葉
台

大
分
市

青
葉
台

１
丁
目

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

東
八
幡

③

大
分
市

大
字
駄

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

南
生
石

東
②

大
分
市

大
字
駄

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
崎
①

大
分
市

大
字
駄

原
及
び

高
崎
２

丁
目

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
崎
②

大
分
市

大
字
駄

原
及
び

高
崎
２

丁
目

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

志
手
①

大
分
市

大
字
駄

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）
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に
じ
が

丘
①

大
分
市

に
じ
が

丘
３
丁

目
及
び

大
字
駄

原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

に
じ
が

丘
②

大
分
市

に
じ
が

丘
１
丁

目
及
び

大
字
三

芳

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

志
手
②

大
分
市

大
字
三

芳

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

に
じ
が

丘
２
丁

目
②

大
分
市

大
字
三

芳
及
び

に
じ
が

丘
２
丁

目

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

佐
柳
⑤

大
分
市

大
字
中

戸
次

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

西
谷
⑤

大
分
市

大
字
久

土

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

西
谷
⑥

大
分
市

大
字
久

土

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

赤
坂
タ

ウ
ン

大
分
市

大
字
下

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

急
傾
斜

地
の
崩

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

郡
及
び

下
郡
山

の
手

災
害
特
別
警
戒

区
域

壊

森
④

大
分
市

大
字
森

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

南
下
郡

東
③

大
分
市

下
郡
山

の
手

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

桜
坂
①

大
分
市

希
望
が

丘
２
丁

目

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

桜
坂
②

大
分
市

希
望
が

丘
２
丁

目

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

白
木
奥

⑥

大
分
市

大
字
白

木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

玉
井
③

大
分
市

大
字
白

木

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

汐
見

大
分
市

大
字
白

木

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
黒
②

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

大
分
県
報
（
告
示
）
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田
尻
⑥

大
分
市

大
字
佐

賀
関

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

峠
⑤

大
分
市

大
字
吉

野
原

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

○
教
育
委
員
会
告
示

名
称
及
び
員
数

指
定
年
月
日

所
在
地

解
除
年
月
日

備

考

耶
馬
溪
橋

一
基

昭
和
五
十
六
年

三
月
三
十
一
日

中
津
市
本
耶
馬
渓
町
大
字
曽

木
及
び
大
字
樋
田

令
和
四
年
九
月

二
十
日

国
指
定
重
要

文
化
財
指
定

○
大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示

○
公

告

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
二
号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
県

指
定
有
形
文
化
財
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
し
た
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

大

分

県

教

育

委

員

会

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
告
示
第
十
四
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
海
区
に

お
け
る
宝
石
さ
ん
ご
の
採
捕
を
禁
止
す
る
。
た
だ
し
、
大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日大

分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長

小

野

眞

一

（
定
義
）

一

こ
の
指
示
に
お
い
て
「
宝
石
さ
ん
ご
」
と
は
、
ア
カ
サ
ン
ゴ
、
モ
モ
イ
ロ
サ
ン
ゴ
及
び
シ
ロ
サ
ン
ゴ
の

生
体
及
び
死
骸
を
い
う
。

（
禁
止
区
域
）

二

大
分
県
海
域

（
承
認
の
対
象
者
）

三

承
認
の
対
象
と
な
る
者
は
、
宝
石
さ
ん
ご
に
係
る
試
験
研
究
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
者
と
す
る
。

（
承
認
証
の
交
付
）

四

大
分
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
は
、
採
捕
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
申

請
者
に
承
認
証
を
交
付
す
る
。

（
承
認
証
の
携
帯
義
務
）

五

承
認
を
受
け
た
者
は
、
宝
石
さ
ん
ご
を
採
捕
す
る
と
き
に
は
、
四
の
承
認
証
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
承
認
の
制
限
、
条
件
の
変
更
又
は
採
捕
の
停
止
）

六

委
員
会
は
、
資
源
保
護
又
は
漁
業
調
整
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
承
認
を
制
限
し
、
条
件
を

変
更
し
、
又
は
採
捕
の
停
止
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
承
認
の
取
消
し
）

七

委
員
会
は
、
承
認
を
受
け
た
者
が
こ
の
指
示
の
内
容
に
違
反
し
た
と
き
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
。

（
譲
渡
又
は
販
売
の
禁
止
）

八

承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
し
た
宝
石
さ
ん
ご
の
譲
渡
又
は
販
売
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
意
図
し
な
い
混
獲
等
に
よ
る
宝
石
さ
ん
ご
の
所
持
又
は
販
売
の
禁
止
）

九

承
認
を
受
け
な
い
で
採
捕
し
た
宝
石
さ
ん
ご
の
所
持
又
は
販
売
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
採
捕
報
告
書
の
提
出
）

十

承
認
を
受
け
た
者
は
、
採
捕
の
結
果
に
つ
い
て
採
捕
期
間
終
了
後
一
月
以
内
に
委
員
会
に
報
告
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
扱
要
領
）

十
一

こ
の
指
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
採
捕
の
承
認
等
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
が
別

に
定
め
る
。

（
指
示
の
有
効
期
間
）

十
二

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

令
和
四
年
十
月
三
日
付
け
大
分
県
報
号
外
（
六
九
）
に
登
載
の
別
府
総
合
庁
舎
建
替
事
業
に
係
る
総
合
評

価
一
般
競
争
入
札
の
実
施
に
係
る
公
告
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

大
分
県
報
（
告
示
・
教
育
委
告
示
・
大
分
海
区
漁
調
委
告
示
・
公
告
）

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

八



令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

４
⑷
中
「令

和
５
年
１
月
６
日
（
金
）

」
を
「令

和
５
年
１
月
２７日

（
金
）

」
に
、
「令

和
５
年
１
月
１１

日
（
水
）

」
を
「令

和
５
年
１
月
３１日

（
火
）

」
に
、
「、

土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
２３年

法
律
第
１７８号

）
に
規
定
す
る
休
日

」
を
「及

び
土
曜
日

」
に
改
め
る
。

７
⑷
中
「Jan

u
ary

6
th
2
0
2
3
(F
rid
ay
)
u
n
til
Jan
u
ary

1
1
th
2
0
2
3
(W
ed
n
esd
ay
)

」
を

「Jan
u
ary
2
7
th
2
0
2
3
(F
rid
ay)
u
n
tilJan

u
ary
3
1
th
2
0
2
3
(T
u
esd
ay)

」
に
改
め
る
。

大
分
県
報
（
公
告
）

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

九


